
公 安 委 員 会 令和４年６月16日
令和４年警察白書（案）について

説明資料No. 長 官 官 房

１ 第１部（特集・トピックス）

(1) 特集（１ページ～）

「技術革新による社会の変容と警察の新たなる展開」

技術革新がもたらす社会の変容により生ずる新たな脅威への対策を

概観するとともに、科学技術の利活用を通じた警察活動の高度化・合

理化に向けた不断の取組について紹介するもの。

(2) トピックス（25ページ～）

Ⅰ 2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に

伴う警察活動

Ⅱ 我が国におけるマネー・ローンダリング対策

Ⅲ 科学的知見を活用した犯罪死見逃し防止のための取組

Ⅳ 通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶

２ 第２部（本編 （37ページ～））

第１章 警察の組織と公安委員会制度

第２章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第３章 サイバー空間における安全の確保

第４章 組織犯罪対策

第５章 安全かつ快適な交通の確保

第６章 公安の維持と災害対策

第７章 警察活動の支え

３ その他

科学技術の利活用○ 市販版警察白書の表紙や特集のデザインを一新し、

アピールできるよう努めた。を通じた警察活動の今後の発展可能性について

○ 警察活動に用いる車両等について写真で紹介する「警察活動の最前線

～警察活動に用いる乗り物～ （34・35ページ）を新たに設けた。」

１



公 安 委 員 会 令和３年度における留置施設の 令和４年６月 1 6 日

説明資料№ 13 巡 察 の 実 施 状 況 に つ い て 長 官 官 房

１ 実施施設

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、85留置施設

に対して巡察を実施した。

２ 実施結果

巡察を実施した留置施設においては、おおむね適正に業務を推進してい

る状況が認められた。

○ 被留置者を可能な限り相互に接触させない措置や共用部分の消毒、マ

スクの着用等の感染防止対策がとられており、感染症の疑いがある事例

等への対応も徹底されている。

○ 留置担当官等に対して、留置事故等への必要な教養を効果的に実施し

ており、戒具使用や避難誘導訓練等の必要な訓練も計画的に実施されて

いる。

○ 留置主任官等は、護送出発に際し、被留置者の逃走防止等の適切な指

示を行い、護送出発時や帰署時には留置主任官等が立会い、警戒状況や

手錠等の必要な点検がなされている。

○ 被留置者の領置金は、保管庫等の鍵の管理、留置主任官等による立会

いや突合、確実な引継ぎなどが適切になされているが、鍵の管理方法、

出納時の立会い又は突合が不適切な留置施設には、必要な指導を行った。

３ 今後の取組

令和４年度においては、引き続き、新型コロナウイルス感染症への感染

拡大防止に向けた対策を徹底させつつ、昨年度発生した不適正事案を踏ま

え、女性被留置者に対する適正処遇の徹底にも着眼して、効果的な巡察を

実施する。

２



令和３年中の特定秘密の指定及び 令和４年６月16日
公 安 委 員 会

その解除並びに保護措置並びに 警 備 局
説明資料№

適性評価の実施の状況等について 長 官 官 房

１ 概要

警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則（平成26年

国家公安委員会規則第12号）に基づき、警察庁における特定秘密の指定及

び解除の状況等について報告するもの。

２ 特定秘密の指定及びその解除の状況について

(1) 指定

警察庁においては、令和３年中に４件の特定秘密を指定した（令和３

年末現在の特定秘密は計45件 。）

○ １件外国の政府等との協力関係

○ テ ロ リ ズ ム 関 係 ２件

○ 人 的 情 報 源 関 係 １件

※ 令和３年末現在の特定秘密文書等の保有件数

39,389件（都道府県警察保有分を含む ）。

(2) 指定の解除

警察庁においては、令和３年中に特定秘密の指定の解除はなかった。

３ 特定秘密の保護措置の実施の状況について

(1) 概要

警察庁及び都道府県警察においては、主に以下のような特定秘密の保

護措置を実施している。

○ 職員に対する特定秘密の保護に関する教育の実施

○ 特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限

○ 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限

○ 特定秘密文書等の作成、運搬、保管等の取扱いの方法の制限

(2) 保護の状況に関する検査

警察庁及び都道府県警察における特定秘密の保護の状況について検査

を実施したところ、以上の保護措置が適切に講じられており、指摘すべ

き事項はなかった。

４ 適性評価の実施の状況について

警察庁及び都道府県警察においては、令和３年中に適性評価を975件

（うち警察庁217件、都道府県警察758件）実施した。

５ その他

令和３年中、内閣府独立公文書管理監（内閣府情報保全監察室）による

特定秘密の指定・延長、特定秘密文書ファイル等の保存状況について検証

監察が実施されたところ、いずれも法令に基づき適正に行われていると認

められた。

３


